
（３）老朽空き家の除却・
所有者不明土地対策等
の推進
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ワンストップ相談窓口（約1,600件／年） 空き家の総合相談（約6,000件／年）

対応窓口 各区役所総務企画課等
（小倉南区のみコミュニティ支援課）

都市戦略局空き家活用推進課

相談者の
主な属性

空き家の近隣の人・地域の人など
空き家所有者、その家族、

将来空き家所有者になる恐れのある人

主な
相談内容

老朽空き家等の相談・通報
（塀・雑草・ゴミ・害虫含む）

・空き家をどうにかしたい
・将来空き家を持ちたくない

対応
フロー

各区役所の窓口対応・現地調査

老朽度が
一定基準

未満

老朽度が
一定基準

以上

雑草
・

ゴミ

害虫
（スズメハチ）

所有者への助言・是正指導
（市の各種事業の紹介も含む）

総
務
企
画
課
等

［
各
区
役
所
］

空
き
家
活
用
推
進
課

［
都
市
戦
略
局
］

産
業
廃
棄
物
対
策
課

［
環
境
局
］

生
活
衛
生
課

［
保
健
福
祉
局
］

予
防
課

［
消
防
局
］

緊急対応

災害時

市の各種事業の
紹介・提案

相談内容に応じた
専門家団体を紹介

空き家の総合相談

専門的な
相談

一般的な
相談

・
改
修
し
た
い

・
貸
し
た
い
・
借
り
た
い

・
売
り
た
い
・
買
い
た
い

・
解
体
し
た
い

［
空
き
家
活
用
推
進
課
］

・
解
体
工
業
協
会

・
不
動
産
鑑
定
士
協
会

・
土
地
家
屋
調
査
士
会

・
全
日
不
動
産
協
会

・
宅
建
協
会

・
司
法
書
士
協
会

［
協
定
締
結
の
専
門
家
６
団
体
］

・相続問題
・解体費算出
・売却額算出 など

・解体したい
・売りたい
・貸したい など

（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

１）相談窓口における情報提供による空き家の把握
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

２）インフラ事業者からの情報提供を活用した所有者の把握

官民連携による所有者探索
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

３）老朽空き家等除却促進事業

事業概要
老朽化した空き家等の除却費用の一部を補助し

老朽空き家等の除却を促進

補助申請対象者
・老朽空き家等の所有者、又はその相続人
・上記の同意を得たもの

補助対象要件
・昭和56年5月以前に建築された空き家等
・家屋の危険度が一定の基準を満たすもの

補助金額
・家屋の除却に要した額の１/３
・１棟あたり上限30万円
・R6予算 ： 9,000万円

実績（H26～R6.3）
・除却件数 2,372件（237件/年）
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

４）財産管理制度の活用／市による財産管理人選任請求
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

５）法令・条例に基づく特定空家等、管理不全空家等の対策フロー

判
断
基
準
に
よ
り
空
き
家
の
状
態
等
を
判
定

災害・
その他非常の場合

市の指導に従わず、勧告を受けると、

固定資産税・都市計画税の軽減措置が解除

（地方税法）

市
民
か
ら
の
相
談
や
通
報

現
地
（
立
入
）
調
査

所
有
者
等
の
調
査

適
切
な
管
理
に
関
す
る
助
言
・
指
導

勧
告

公
表
（
標
識
の
設
置
）

勧
告

公
表
（
標
識
の
設
置
）

命
令
（
公
示
）

公
表
（
標
識
の
設
置
）

行
政
代
執
行

緊
急
代
執
行

指
導

助
言
・
指
導

管
理
不
全
空
家
等

特
定
空
家
等

状態悪化

北九州市特定空家等対策審査会
（市の付属機関）

諮問・答申 諮問・答申 諮問・答申

（緊急要する場合）

緊急安全措置

北九州市空家等条例
に基づく対応

代
執
行
に
要
し
た
費
用
は
、

所
有
者
か
ら
強
制
徴
収

命令に違反すると、
50万円以下の過料
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

６）法令に基づく所有者不明土地の対策フロー（案）

措置が講じられない

管理不全所有者不明土地に認定

適切な管理に関する助言・指導等

改善

反応あり

所有者等の意向に
寄り添った対応

市民からの相談や通報

現地（立入）調査

指導等の必要性を判断

担当課へ情報提供

所有者調査 ※登記事項証明書,書面送付,訪問など

適切な管理に関する助言・指導等

(一部でも)
確知できた 所有者調査

※課税情報,戸籍,住民基本台帳など

（一部でも）
確知できた 全員確知できない

所有者等の意向に
寄り添った対応

反応なし

終了

反応あり

全員確知できない

改善

改善見込なし

◆現状を踏まえた暫定版
(フロー①)

凡例

：担当課

：空き家活用推進課

必要なし 必要あり

改善

フロー①で対応

判断基準により空き地の管理不全状態を判定

管理不全状態でない

◆対策計画･条例の策定後に追加するイメージ（フロー②）

管理不全状態である

所有者調査 ※登記事項証明書,課税情報,戸籍,住民基本台帳など

(一部でも)確知できた

反応なし
※送付して

２週間を目途

全員確知できない
※所有者不明･相続放棄

改善見込なし

改善

①引き続き状態監視
②管理者権限で対応

災害発生のおそれ・環境の著しい悪化があり、
所有者不明土地法に基づいた対応を検討する必要あり

空き家活用推進課へ

管理不全状態が解消すれば終了

行政代執行 略式代執行

全員不明
相続放棄

民法の特例を活用

財産管理制度
①管理不全土地管理制度
②所有者不明土地管理制度
③不在者財産管理制度
④相続財産清算制度

緊急
危険が切迫

緊急安全措置

緊急・危険が切迫

全員確知できた

勧告

命令

措置が講じられない

(一部でも)確知できている

有識者で構成される
審査会に諮問
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□特定空家等および管理不全空家等の判断基準の考え方
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□特定空家等および管理不全空家等の判定表（１／２）
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□特定空家等および管理不全空家等の判定表（２／２）
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担当部署 ・北九州市 建築都市局 都市再生推進部 空き家活用推進課

物
件
概
要

建築年 ・不明

構造・面積等 ・木造２階建て店舗併用住宅（延べ面積：約１３２㎡）

状態 ・屋根及び外壁の一部が崩落

土地等の所有者 ・土地・建物所有者は同一

行
政
代
執
行
に
至
る
ま
で
の
経
緯

特定空家等認定日 ・平成２９年１２月５日

所有者の確知 ・登記簿謄本・固定資産税課税情報・戸籍謄本により確知

勧告日 ・平成３０年３月７日

命令日 ・平成３０年７月４日（戒告：９月２１日）

代執行日 ・平成３０年１０月３０日

解体等工事完了日 ・平成３０年１２月７日

解体等費用 ・約２４８万円

費用回収 ・令和元年７月２２日 全額回収

苦労点・工夫点
・所有者等間の建物解体や土地売却の協議が難航したため、代執行の措置を実施した。
・費用回収については、財産を差押する旨を告知したところ、所有者等により分割して納付された。

（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□空家法に基づく行政代執行 本市における事例

36

・平成２７年８月に、近隣住民より、建物が倒壊し通行人に危害が及ぶおそれがあると市に通報。
・所有者調査の結果、所有者等（複数名）が判明。全員に指導文書送付。
・平成２９年１２月、特定空家等に認定。
・その後、市は所有者等に対し、空家法に基づく助言・指導、勧告、命令の措置を行ってきたが、改善措置を行わずに危
険な状態を放置。
・建物全体の損傷が著しく、このまま放置すると建物が倒壊することは不可避で、隣接建物や通行人に危害が及ぶおそれ
があるなど保安上危険であるため、市は平成３０年１０月に建物の解体と敷地内残置物撤去の行政代執行を実施。



（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

６）法令に基づく所有者不明土地の対策フロー（案）

措置が講じられない

管理不全所有者不明土地に認定

適切な管理に関する助言・指導等

改善

反応あり

所有者等の意向に
寄り添った対応

市民からの相談や通報

現地（立入）調査

指導等の必要性を判断

担当課へ情報提供

所有者調査 ※登記事項証明書,書面送付,訪問など

適切な管理に関する助言・指導等

(一部でも)
確知できた 所有者調査

※課税情報,戸籍,住民基本台帳など

（一部でも）
確知できた 全員確知できない

所有者等の意向に
寄り添った対応

反応なし

終了

反応あり

全員確知できない

改善

改善見込なし

◆現状を踏まえた暫定版
(フロー①)

凡例

：担当課

：空き家活用推進課

必要なし 必要あり

改善

フロー①で対応

判断基準により空き地の管理不全状態を判定

管理不全状態でない

◆対策計画･条例の策定後に追加するイメージ（フロー②）

管理不全状態である

所有者調査 ※登記事項証明書,課税情報,戸籍,住民基本台帳など

(一部でも)確知できた

反応なし
※送付して

２週間を目途

全員確知できない
※所有者不明･相続放棄

改善見込なし

改善

①引き続き状態監視
②管理者権限で対応

災害発生のおそれ・環境の著しい悪化があり、
所有者不明土地法に基づいた対応を検討する必要あり

空き家活用推進課へ

管理不全状態が解消すれば終了

行政代執行 略式代執行

全員不明
相続放棄

民法の特例を活用

財産管理制度
①管理不全土地管理制度
②所有者不明土地管理制度
③不在者財産管理制度
④相続財産清算制度

緊急
危険が切迫

緊急安全措置

緊急・危険が切迫

全員確知できた

勧告

命令

措置が講じられない

(一部でも)確知できている

有識者で構成される
審査会に諮問
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

７）所有者不明土地対策計画の策定
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

８）地域福利増進事業
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

参考：所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度
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■空家等に関する対策の
実施体制
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■空家等に関する対策の実施体制

１）専門家団体との連携協定

北九州市と６つの専門家団体で協定を締結（平成３０年度）

〇福岡県司法書士会

〇公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会

〇公益社団法人 全日本不動産協会福岡県本部

〇福岡県土地家屋調査士会

〇公益社団法人 福岡県不動産鑑定士協会

〇一般社団法人 福岡県解体工事業協会北九州支部
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■空家等に関する対策の実施体制

２）空家等管理活用支援法人 【再掲】

市が空き家の活用や管理に取り組むＮＰＯ法人、社団法人等を空家等管理活
用支援法人に指定し、当該法人が所有者への相談対応や所有者と活用希望者の
マッチングを行う。
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■空家等に関する対策の実施体制

３）空き家管理事業者紹介制度 【再掲】

長期不在の留守宅が心配、ま
たは空き家を残しておきたいけ
れどどうしたらいいか分からな
いといった人に、市内の空き家
の管理サービスを行う「空き家
管理事業者」を紹介する制度。
管理サービスには、外観の点検
や家屋の風通し、雨漏りの確認
や除草などがある。

申請事業者数(R6.10.28）
総数・・・３２事業者
うち門司区対応可 ２７事業者
うち小倉北区対応可 ２９事業者
うち小倉南区対応可 ３０事業者
うち戸畑区対応可 ３０事業者
うち若松区対応可 ３０事業者
うち八幡東区対応可 ３１事業者
うち八幡西区対応可 ３１事業者
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■空家等に関する対策の実施体制

４）区役所における「相談窓口」と空き家活用推進課における「総合相談」

ワンストップ相談窓口（約1,600件／年） 空き家の総合相談（約6,000件／年）

対応窓口 各区役所総務企画課等
（小倉南区のみコミュニティ支援課）

都市戦略局空き家活用推進課

相談者の
主な属性

空き家の近隣の人・地域の人など
空き家所有者、その家族、

将来空き家所有者になる恐れのある人

主な
相談内容

老朽空き家等の相談・通報
（塀・雑草・ゴミ・害虫含む）

・空き家をどうにかしたい
・将来空き家を持ちたくない

対応
フロー

各区役所の窓口対応・現地調査

老朽度が
一定基準

未満

老朽度が
一定基準

以上

雑草
・

ゴミ

害虫
（スズメハチ）

所有者への助言・是正指導
（市の各種事業の紹介も含む）

総
務
企
画
課
等

［
各
区
役
所
］

空
き
家
活
用
推
進
課

［
都
市
戦
略
局
］

産
業
廃
棄
物
対
策
課

［
環
境
局
］

生
活
衛
生
課

［
保
健
福
祉
局
］

予
防
課

［
消
防
局
］

緊急対応

災害時

市の各種事業の
紹介・提案

相談内容に応じた
専門家団体を紹介

空き家の総合相談

専門的な
相談

一般的な
相談

・
改
修
し
た
い

・
貸
し
た
い
・
借
り
た
い

・
売
り
た
い
・
買
い
た
い

・
解
体
し
た
い

［
空
き
家
活
用
推
進
課
］

・
解
体
工
業
協
会

・
不
動
産
鑑
定
士
協
会

・
土
地
家
屋
調
査
士
会

・
全
日
不
動
産
協
会

・
宅
建
協
会

・
司
法
書
士
協
会

［
協
定
締
結
の
専
門
家
６
団
体
］

・相続問題
・解体費算出
・売却額算出 など

・解体したい
・売りたい
・貸したい など
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